
令和７年６月１８日  

一般会計予算決算常任委員会  

委員長 中 村 博 行 様  

 

一般会計予算決算常任委員  森 山 喜 久  

 

修正案の提出について  

山陽小野田市議会会議規則第１００条の規定により、下記のとおり

修正案を提出します。  

 

記  

 

１ 件 名 議案第４５号令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算

（第２回）に対する修正案  

 

２ 修正案 別紙のとおり  

 



  



議案第４５号令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算（第２

回）に対する修正案  

 

議案第４５号令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算（第２回）

の一部を次のように修正する。  

第１条第１項中「836,626 千円」を「506,236 千円」に、「35,371,726

千円」を「35,041,336 千円」に改める。 

第１表歳入歳出予算補正の歳入の表中 

「 

19 繰入金  2,175,572 138,524 2,314,096 

1 基金繰入金 2,175,572 138,524 2,314,096 

」を 

「 

19 繰入金  2,175,572 138,534 2,314,106 

1 基金繰入金 2,175,572 138,534 2,314,106 

」に、 

「 

22 市債  2,363,600 129,000 2,492,600 

1 市債 2,363,600 129,000 2,492,600 

歳  入  合  計 34,535,100 836,626 35,371,726 

」を 

「 

22 市債  2,363,600 △201,400 2,162,200 

1 市債 2,363,600 △201,400 2,162,200 

歳  入  合  計 34,535,100 506,236 35,041,336 

」に 

改める。 

第１表歳入歳出予算補正の歳出の表中 

「 

2 総務費  8,212,257 409,172 8,621,429 



1 総務管理費 4,017,331 401,237 4,418,568 

2 徴税費 298,458 7,935 306,393 

」を 

「 

2 総務費  8,212,257 78,782 8,291,039 

1 総務管理費 4,017,331 70,847 4,088,178 

2 徴税費 298,458 7,935 306,393 

」に、 

「 

歳  出  合  計 34,535,100 836,626 35,371,726 

」を 

「 

歳  出  合  計 34,535,100 506,236 35,041,336 

」に 

改める。 

第２表債務負担行為補正の（追加）の表中 

「 

事   項 期  間 限 度 額 

市民体育館整備事業  

 

一般廃棄物処理施設整備事業  

 

令和 8 年度 

 

令和 8 年度 

 

495,800 

 

17,310 

 

限   度   額   合   計   513,110 

」を 

「 

事   項 期  間 限 度 額 

一般廃棄物処理施設整備事業  

 

令和 8 年度 

 

17,310 

 

限   度   額   合   計   17,310 

」に 

改める。 



第３表地方債補正の（追加）の表中 

「 

起債の目的 限度額 起債の

方法 

利率 償還の方法 

市民体育館

整備事業債 

 

公園整備事

業債 

 

330,400 

 

 

25,200 

普 通 貸

借 又 は

証 券 発

行 

年 5.0％以内

（ただし、利

率 見 直 し 方

式 で 借 り 入

れ る 政 府 資

金 及 び 地 方

公 共 団 体 金

融 機 構 資 金

について、利

率 の 見 直 し

を 行 っ た 後

においては、

当 該 見 直 し

後の利率） 

政府資金につい

てはその融資条

件により、銀行そ

の他の場合には

その債権者と協

定するものとす

る。ただし、市財

政の都合により

据置期間及び償

還期限を短縮し、

若しくは繰上償

還又は低利に借

り換えることが

できる。 

」を 

「 

起債の目的 限度額 起債の

方法 

利率 償還の方法 

公園整備事

業債 

 

25,200 普 通 貸

借 又 は

証 券 発

行 

年 5.0％以内

（ただし、利

率 見 直 し 方

式 で 借 り 入

れ る 政 府 資

金 及 び 地 方

公 共 団 体 金

融 機 構 資 金

政府資金につい

てはその融資条

件により、銀行そ

の他の場合には

その債権者と協

定するものとす

る。ただし、市財

政の都合により



について、利

率 の 見 直 し

を 行 っ た 後

においては、

当 該 見 直 し

後の利率） 

据置期間及び償

還期限を短縮し、

若しくは繰上償

還又は低利に借

り換えることが

できる。 

」に 

改める。 





























  



議案第４５号令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算（第  

２回）に対する修正案の説明  

 

提出しました修正案について御説明いたします。  

 

市民体育館整備事業は 、アリーナへの空調設備の新設 を含む複

数の整備事業が 一体となった予算総額８億円超の大規模な事業で、

市民体育館の利用者の利便性向上とスポーツ拠点施設としての利

用促進の観点から、空調設備の新設だけでなく特定天井の解消や

トイレの洋式化も含めた本施設の大規模改修が必要 とされている

事業です。  

しかし、築３８年が経過して経年劣化が著しい 市民体育館 の整

備に対して８億円超の費用をかけることは、過剰な支出になるの

ではないかという疑義があります。  

また、この事業は、避難所に指定されている体育施設に空調設備

を整備するという新たな施策を含むにもかかわらず 、基本計画を

策定していなかったため、防災の観点や文化・スポーツの観点から

も具体的な成果を描けていない事業となっています。  

このことは、事業計画では防災の観点を重視していながら 委員

会審査ではその逆とも受け取れる答弁があ ったこと、空調熱源の

選択や非常用電源を整備するか否かの選択の場面において避難所

としての観点が著しく欠如していたことなどからも明らかです。  

さらに、空調システムの方式の選択に当たっては、執行部におい

て空冷式と輻射式のコストの比較が具体的にできておらず、総合

的な判断の結果として本当に輻射式に優位性があるか否かを判断

できませんでした。  

 ついては、前述の疑義や不備を解消した上での再度の事業提案を

求めるため、本議案の一部を修正するものです。  

修正の主な内容については、２款総務費、１項総務管理費のうち

市民体育館整備事業に係る工事費を１万円のみ残して減額し、その

財源となるもののうち債務負担行為補正、地方債補正の金額をゼロ

円に減額するものです。  

 委員各位の慎重審査のほどよろしくお願いいたします。  


